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【令和８年度税制改正大綱より】



相続等の直前に取得した貸付用不動産の評価

被相続人又は贈与者が相続開始前又は贈与前５年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸
付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価されます。

令和9年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により
取得をする財産の評価に適用されます。

【改正の背景】

貸付用不動産の市場価格と通達によって評価した相続税評価額との

かい離の利用によって、相続税や贈与税の税額が大幅に圧縮されてい

る実態を踏まえて、評価方法が見直されます。近年、評価を巡る訴訟が

増加傾向にあることから、納税者の予測可能性を確保し、かつ、より実

勢価格に近い評価方法へと改正されます。

【評価方法】

課税時期前5年以内に、購入や新築をした貸付用不動産（マンションや

アパート等）については、原則として「通常の取引価額」で評価すること

になります。なお、課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変

動等を考慮して計算した価額の80％で評価することもできます。

通達の改正日によって、改正後の評価方法が適用されるか否か、
取扱いが変わる貸付用不動産もあります。地価の変動等を考慮し
た具体的な計算方法は現状不明であり、引き続き情報を注視して
いく必要があります。
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相続等の直前に取得した貸付用不動産の評価

【例1】課税時期前5年以内に貸付用不動産（土地及び家屋）を対価を払って取得した場合 → 土地・家屋共に適用対象

2027(令和9).1.1
以後の相続・贈与

課税時期
（相続発生時）（贈与日）

課税時期前5年以内

貸付用不動産の取得
（有償で購入）

適用対象

【例2】課税時期前5年以内に貸付用不動産（家屋）を対価を払って取得した場合 → 建物が適用対象

2027(令和9).1.1
以後の相続・贈与

課税時期前5年以内

新築

適用対象

適用対象外【土地】

【建物】

課税時期
（相続発生時）（贈与日）

所有
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相続等の直前に取得した貸付用不動産の評価

【例：経過措置】通達改正日の5年前から所有している土地の上に、本通達の改正日前に新築した貸付用建物（a）、又は、

本通達の改正日に建築中の賃貸用建物（b） → 適用対象外

2027(令和9).1.1
以後の相続・贈与

課税時期
（相続発生時）（贈与日）

課税時期前5年以内

新築

【土地】

【建物】

2026(令和8)年？月?日
通達改正日

通達改正日の5年前

建築開始
【建物】

（建築中）

（a)

（b)

適用対象外

所有

※通達の改正日について

通常3月の法案可決後、6月～7月に改正がなされますが、本改正がいつになるかまだ定まっておりません。

引き続き情報を確認することが必要です。
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商品として小口化された貸付用不動産の評価

不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用
不動産（いわゆる、「不動産小口化商品」）については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当
する金額によって評価されます。

令和9年1月1日以後に相続又は贈与により取得をする財産の評価に
適用されます。

【現行の評価方法】

いわゆる「不動産小口化商品」として流通している商品のほとんどは、相続

又は贈与において、不動産として路線価等により評価されます。市場価格と相

続税評価額との乖離を利用して、低い税負担で生前贈与するケースが多く見受

けられます。

評価方法が、取得の時期に関わらず、課税時期における「通常の取引価額に相

当する金額」に見直しされます。課税上の弊害がない限り、右記によって評価す

ることができます。

【評価方法の見直し】

①出資者等の求めに応じて、事業者（販売会社）等が示した適正な処分価格・

買取価格等

②事業者等が把握している適正な売買実例価額

③定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額（※）

※ ①・②・③に該当するものがないと認められる場合（貸付用不動産に

準じて評価）

④取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80％に相当する

金額によって評価することができます。

令和9年1月1日以降は取得時期にかかわらず、
今回の見直し対象となります。
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極めて高い水準の所得に対する負担の適正化（ミニマムタックス課税）

・税負担の公平性の確保の観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置として、特別控除額を現行の
3億3,000万円から1億6,500万円に引き下げるとともに、税率を現行の22.5％から30％に引き上げられます。
・その年分の基準所得金額から1億6,500万円を控除した金額に30％の税率を乗じた金額がその年の基準所得税額を超える
場合は、その超える金額に相当する所得税が課税されます。

【改正前】 所得税の計算

①所得税額

②（(基準所得金額（※） - 特別控除額(3億3,000万円)) × 22.5% ）

⇒②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税

【改正後】

①所得税額

②（(基準所得金額（※） - 特別控除額(１億6,500万円)) × 30% ）

⇒②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税

（※） ・ 株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与・事業所得、その他の各種所得を合算した金額。

（確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含みます。）

・ スタートアップ再投資やNISA関連の非課税所得は対象外であるほか、政策的な観点から設けられている特別控除後の金額。

令和9年分以後の所得税について適用となります。―
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極めて高い水準の所得に対する負担の適正化

＜所得全体が15%分離課税の方の場合＞

＋1,050万円

所得金額
4億円

＋2,550万円

所得金額
5億円

＋9,980万円

所得金額
１０億円

現行制度※1

6,000万円

改正案※2

7,050万円
（17.6%）

現行制度※1

7,500万円

改正案※2

1億50万円
（20.1%）

現行制度※1

１億５,080万円

改正案※2

2億5,050万円
（25.1%）

※１ 10億円までは一律15%となります。10億円超は追加的な負担があります。

※２ （）内の数字は所得金額に対する負担率です。
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NISAの対象商品の拡充等

①つみたて投資枠の対象年齢が0歳まで拡充されます。
②つみたて投資枠の対象となる指数について、対象株式指数が追加されます。
③投資枠対象商品の要件が「投資対象の50%超が株式又は債券であること」へ緩和され、債券中心の商品が追加されます。

-

成長投資枠つみたて投資枠

18歳以上0〜17歳対象年齢

年間240万円年間120万円年間60万円投資上限額

無期限17歳まで非課税保有期間

1,800万円
600万円

生涯非課税限度額
（総枠） 1,200万円（内数）

上場株式・投資信託等
（※）安定的な資産形成につながる投資商
品に絞り込む観点から、高レバレッジ投資
信託などを対象から除外

積立・分散投資に適した
一定の投資信託

積立・分散投資に適した
一定の投資信託

(同右)
投資対象商品

制限なし
一定の要件（※）の下、12歳以降

は払出しが可
運用管理

（※）子の同意を得た場合のみ、親権者等による払出しが可能となります。

18歳に達した場合
自動的に移行

【1. 対象年齢】

【2.対象株式指数の追加】

「マーケット全体を広くカバー」「市場関係者に広く浸透」という観点を踏まえ、国内市場を対象とした株式指数のうち、一定のものが追加されます。

一定の広がりのある地域を対象とした先進国・新興国の株式指数単体で組成された投資信託が追加されます。

【3.債券中心の商品の追加等】

一定の投資信託に対するつみたて投資枠の対象商品の要件である「投資対象の50%超が株式又は債券であること」へと緩和されます。

（※）運用資産に株式を含むこととする要件は存置されます。
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【改正を踏まえて いまできること】

① 駆け込みの相続対策が封じ込めの対象となっています。 → 何事も前もって計画的に！

・ 賃貸用不動産の評価が改正されます（令和９年から）。

・ 賃貸用不動産に対する小規模宅地等の特例が３年以内に取得したものは原則適用不可に

（平成３０年から）

・ 生前贈与の相続税への持ち戻し期間が、３年から７年に延長されました（令和６年から）。

② 高額な不動産や株式の売却を検討している方は、令和８年中に売却、もしくは分散して売却の検討を！

→ いずれにしてもまずは現状把握から初めて自分に必要な対策を検討しましょう！
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評価方法財産の種類

固定資産税評価額×倍率

貸家の場合は上記評価額に（1－借家権割合）を乗じて計算します。
建 物

路線価評価額×地積×不整形地補正率等

貸家建付地の場合は上記評価額に（1－借地権割合×借家権割合）を乗じて計算します。
土 地

1億円

0.35億円

0.8億円
0.63億円

現金（時価） 土地
（更地）

土地
（貸家建付地）

※1 建物の評価額は時価の５割、土地の評価額は時価の8割と仮定しております。
※2 借地権割合を70％、借家権割合を30％の地域と仮定しております。

※1、2

※1

※1、2

0.5億円

建物
（貸家）

建物
（自用家屋）

※1

＜不動産の評価の仕組みとは＞

（１）不動産を活用した相続対策
相続開始前５年以内に購入した

賃貸用不動産が時価に！
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相続発生の際、一部が空室の場合でも、

賃貸されていなかった期間が一時的であると認められた場合

この空室部分も貸家建付地として認められます。

要件

例外

①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか

②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか

③空室の期間中、他の用途に供されていないかどうか

④空室の期間が、課税期間の前後の例えば１ヶ月程度であるなど、

⑤課税期間後の賃貸が一時的なものではないかどうか

一時的な期間であるかどうか

＜貸家・貸家建付地として評価する場合の注意点＞
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【不動産評価が時価と仮定】

子
3億3億現金

2億2億不動産（時価）

5億5億合計

1.9億1.9億相続税

＜不動産評価を時価とした場合の比較＞

【不動産評価が路線価等と仮定】

子
3億3億現金

9,800万9,800万不動産（路線価）

3.98億3.98億合計

1.39億1.39億相続税

約5,000万円の差額！

※相続人は子一人と仮定
※時価２億円、路線価等評価9,800万円と仮定（P１２より）
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遺産の中に、居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の

評価額の一定割合を減額することができます。

これを『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』といいます。

この特例の適用を受けることができるのは、相続又は遺贈により宅地等を取得した

個人で、一定の要件を満たしていることが必要です。

【遺産】

宅地等は要件を満たせば評価額が減額されます！

～小規模宅地等の特例って何ですか？～

小規模宅地等の特例とは宅地等の評価額を減額できる制度です。

 

（２）小規模宅地等の特例を活用した相続対策
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イ．相続開始直前において、その宅地等が被相続人又は被相続人と生計一の親族の事業の用

又は居住の用の敷地として使われていること

ロ．宅地等には建物又は構築物が建っていること

ニ．宅地等が複数ある場合は、特例の適用を受ける宅地等の面積の合計が限度面積以下であること

ホ．原則として相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること

 （分割がされていない場合は申告期限から３年以内に分割ができれば適用が可能です）

ハ．宅地等が棚卸資産やそれに準ずる資産に該当しないこと

～どんな宅地が対象なのですか？～

次の全ての要件に該当している宅地等が対象になります。

後継者を決めて遺言で準備をしておくことがお勧めです。
（要件を満たす者に承継）
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宅地等の用途によって5つに分類され、それぞれ要件が異なります。

名 称 相続開始直前の用途 事業/保有の継続要件 留意点

特定事業用
被相続人又は生計一親

族が事業用として使用

親族が事業を引継いで申告

期限まで宅地等を保有

事業から不動産貸付業

は除く

特定同族会社事業用
被相続人等が株式の

50％超を保有する会社

が事業用として使用

会社の役員である親族が申告

期限まで保有し、法人は事業

を継続すること

会社が不動産貸付業を

営んでいる場合は適用

できない

特定居住用3

2

1

①同居親族が居住継続・保有継続

③一定の要件を満たす別生計親族が

保有継続（３年内家なき子）

②生計一親族が居住継続・保有継続
配偶者が相続すれば

居住継続・保有継続

の要件は不要

被相続人又は生計一

親族が不動産貸付業

用として使用
貸付事業用4

親族が事業を引継いで申告期

限まで宅地等を保有

郵便局舎の敷地5
郵政民営化法の施行日（Ｈ

19.10.1）前から郵便局舎の敷

地として貸し付けている

引き続き5年以上賃貸すること

について総務大臣の証明を受

けること

郵便局舎の建物は被相

続人等が所有していな

ければならない

被相続人又は生計一親

族が居住用として使用

400㎡/80％

面積/減額割合

400㎡/80％

330㎡/80％

200㎡/50％

400㎡/80％

ー
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宅地

家屋

相続開始前 相続開始後

被相続人等の居住の用
要件を満たす人が取得する
こと等（次ページ参照）

330㎡まで80％減額

～特定居住用宅地等とは？～

被相続人等の居住のために利用されていた宅地等で要件を

満たす人が取得したものを指します。宅地等の評価を330㎡

まで80％減額することができます。

18



適 用 要 件宅地等の取得者

無条件に特定居住用宅地等に該当する◎ 配偶者

・被相続人と相続開始直前まで同居

・申告期限まで保有し、居住している人
① 同居親族

・被相続人と生計を一にする親族

・申告期限まで保有し、居住している人
② 生計一親族

・被相続人には配偶者または同居の法定相続人がいない

・相続開始前３年以内に相続人の家屋、及びその配偶者所有の家屋に居住していない

・申告期限までその宅地等を保有している人

平成30年度税制改正により、上記要件に加え次の者が除外されます。

・相続開始前3年以内にその者の3親等内の親族及び特別な関係にある法人が有する国内
に所在する家屋に居住したことがある者。

・相続開始時において、居住の用に供している家屋を過去に所有していたことのある者。

③ ３年内家なき子

① 同居親族が取得する場合

特定居住用宅地等に該当

家屋
（父と子の居住）

父所有の宅地

同居していた子が宅地等を取得

同居
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② 生計一親族（注１）が取得する場合

③ ３年内家なき子（被相続人に配偶者はなく、同居の法定相続人もいない場合）が取得する場合

母一人
で居住 家屋

（母の所有・居住）

母所有の宅地

子Ｃが宅地等を取得

特定居住用宅地等に該当 【アパート居住】
子Ｃ

※子Ｃ及びその配偶者は、
3年以内に持ち家を持っ
ていない（注２）

（注１）この場合の親族は、被相続人と近隣に住んでおり生活の面倒を見ている等、生計一であることが前提となります。

家屋
（父の所有・居住）

父所有の宅地Ａ

生計一の子が宅地等を取得

特定居住用宅地等に該当 父所有の宅地Ｂ

家屋
（生計一の子が所有・居住）

（注２）平成30年4月1日以降の相続については、次のいずれかを満たす者が除外されます。

・相続開始前3年以内にその者の3親等内の親族及び特別な関係にある法人が有する国内に所在する家屋に居住したことがある者。

・相続開始時において、居住の用に供している家屋を過去に所有していたことのある者。
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【問題となったケース】

一時的に現金を都内のマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を軽減する事案などが
問題視され、相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産については、特例対象から除外されることと
なります。

適用時期

【貸付事業用宅地の適用要件】
○被相続人等がその土地で貸付事業をしていたこと
○相続人が申告期限まで貸付事業を継続し、宅地を保有して
いること

○その土地を建物・構築物の敷地の用に供していること

○相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産については、
特例の対象から除外されます。

○ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付けを行って
いる者が追加で貸付けを行う場合は、今まで通り特例の対象と
なります。

改正点

亡くなる数ヶ月前に１億円の駐車場を購入

特例の適用で評価額が４千万円に

・時価１億円の200㎡の駐車場を購入
・路線価評価で8,000万円
・小規模宅地の特例（貸付事業用）を適用して、200㎡まで

50％減

相続税評価額＝8,000万円−（8,000万円×50％）＝4,000万円

相続開始直前に現金を駐車場に換えることで、6,000万円の
相続財産が圧縮されることになります。

平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用となります。

＜平成３０年度税制改正（貸付事業用）＞
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（３）生前贈与の活用

〇 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間が現行の3年から7年に延⻑されました。
〇 今回の改正により延⻑された期間に受けた贈与については、財産の価額の合計額から総額100万円を控除した残額を

相続税の課税価格に加算することになります。

実務上の留意点実務上の留意点
適用時期

延⻑期間の控除額100万円は、年間ではなく延⻑期間全体の控除額であることに注意が必要です。
令和６年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

〇 令和６年1月1日以降に受けた贈与について、相続前贈与の加算期間が延⻑されました。
相続前贈与の加算期間は、3年後の令和９年1月1日から順次延⻑されることになります。

①令和８年7月1日に亡くなった場合
R5.7.1 R6.1.1 R8.7.1

加算期間 3年

②令和10年1月1日に亡くなった場合（経過措置期間:3〜7年以内加算）
R6.1.1 R7.1.1 R10.1.1

加算期間 4年

③令和13年7月1日に亡くなった場合（完全移行後：7年以内加算）
R6.1.1 R6.7.1 R10.7.1 R13.7.1

加算期間 7年

死亡前3年以内

死亡前3年以内延⻑1年

死亡前3年以内延⻑4年

死
亡

死
亡

死
亡

＜改正後の暦年贈与＞

＜解説＞
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精算課税選択後の贈与
に相続税を一体的に課税

相続

相
続
財
産

選択以前の贈与
(暦年単位で課税)

〇贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付
(累積贈与額2,500万円までは非課税、2,500万円を超えた部分に

一律20％課税)。
※暦年課税のような基礎控除は無し。
※財産の評価は贈与時点の時価で固定。

〇相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して
相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除・還付)。

相続時精算課税(暦年課税との選択制)

に相続税を課税相続死亡前
3年以内
の贈与

それ以前の贈与
(暦年単位で課税)

〇暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用。基礎控除110万円。
〇ただし、相続時には死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算

して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)。

暦年課税

・土地、建物が災害で一定以上の被害を
受けた場合には相続時に再計算

相
続
財
産

延⻑4年間
の贈与

・加算期間を7年に延⻑
・延⻑4年間に受けた贈与について総額100万円まで相続財産に加算しない

・毎年110万円まで課税しない
（暦年課税の基礎控除とは別途措置）

精算課税を選択

・基礎控除110万円を控除した残額

＜改正後の相続時精算課税制度との比較＞
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＜生前贈与の活用①＞

80歳の祖父が贈与対象者に２つの制度を使い分けることにより
生前贈与加算とならず財産を移転

祖父(80歳)

父(62歳)

孫(30歳)

暦年贈与
110万円

精算課税
110万円

（注意点）孫が遺言や生命保険金で相続するときは、暦年贈与であっても加算の対象となります。
24



＜生前贈与の活用②＞

夫婦で精算課税と暦年贈与を組み合わせて贈与をすると
子は220万円が非課税に

⺟(60歳)父(62歳)

子(30歳)

暦年贈与
110万円

精算課税
110万円

子は、精算課税の基礎控除110万円と、暦年贈与の基礎控除110万円をそれぞれ活用
することができます。この場合、年間110万円×２人＝220万円が非課税になります。
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＜暦年課税から相続時精算課税への切り替え＞

R14R13R12R11R10R9R8R7

110万円110万円110万円110万円110万円110万円110万円金額

相続1年2年3年4年5年6年7年経過
年数

84歳83歳82歳81歳80歳79歳78歳77歳父年齢

精算精算精算精算精算暦年暦年暦年課税
方式

基礎控除110万円以下
のため加算不要

7年前まで加算
110万円×3−100万円

＝230万円
26



＜相続対策で検討すべきこと１０選＞

（1）生前贈与による財産の量の減少

① 複数年にわたる110万円の基礎控除の活用（暦年課税→相続時精算課税）

② 子供を飛び越して孫に贈与

③ 教育資金の贈与（一括贈与は令和８年度税制改正によりR8年３月３１年まで、小出し贈与検討）

（2）土地の有効活用等による財産の評価引下げ・納税資金の確保

④ 遊休地に貸家などの建築（５年ルールに注意）

⑤ 不動産売却による納税資金の確保（ミニマムタックス課税に注意）

（3）その他（相続税の特典の利用）

⑥ 配偶者の税額軽減の活用

⑦ 養子縁組による相続人の増加

⑧ 小規模宅地等の減額の検討

⑨ 生命保険金や退職手当金の非課税枠の利用

⑩ 公正証書遺言の活用
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＜メモ欄としてご利用ください＞ 年 月 日

本資料は2026年1月1日現在の税制に基づいて作成しております。内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。そのため、諸条件により本資料の内容とは
異なる取り扱いがなされる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さいますようお願い申し上げます。 28


